
 
 

 

 

 

 

 

エラー! ハイパーリンクの参照に誤りがあります。 

 

 

エラー! ハイパーリンクの参照に誤りがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通安全ニュース 

６月 30 日から改正道路交通法が施行され、いわゆる「あおり運転」は「妨害運転」と

して新たに罰則が創設されました。また、この「妨害運転」は、自転車にも重い罰則が科

せられ、さらに「自転車運転者講習」の受講対象となる危険行為に追加されました。 

（自転車運転者講習の受講対象危険行為･･･信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路における車両 

の通行義務違反、通行区分違反、路側帯通行時の歩行者の通行妨害、遮断踏切への立ち入り、 

交差点での優先道路通行車妨害など、交差点右折時の通行妨害など、 環状交差点での安全進行 

義務違反など、一時停止違反、歩道通行時の通行方法違反、制動装置（ブレーキ）不良自転車の 

運転、酒酔い運転、安全運転義務違反、妨害運転） 

 

 

 

 

妨害運転のような執拗で危険な行為を受けた時は、身の安全を第一に安全な場所

へまず避難し、窓を閉め、即 11０番通報をしてください。 


